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（
農
林
水
産
委
員
会
）

漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
水
産
資
源
の
増
大
等
を
図
る
た
め
、
適
切
な
地
方
負
担
の
下
に
国
が
沖
合
海
域
の
漁
場
整
備
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
漁
港
施
設
の
機
能
の
高
度
化
を
図
る
た
め
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特

定
漁
港
施
設
に
関
す
る
特
例
措
置
（
漁
港
特
区
制
度
）
を
全
国
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正

１

漁
港
整
備
に
関
す
る
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化

国
が
実
施
す
る
漁
港
整
備
は
、
第
三
種
漁
港
及
び
第
四
種
漁
港
に
係
る
事
業
に
限
る
こ
と
と
す
る
。

２

国
が
実
施
す
る
漁
場
整
備
事
業
の
創
設

イ

国
は
、
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
、
漁
獲
可
能
量
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
水
産
動
植
物
で
あ
っ
て
、
保

護
及
び
増
養
殖
の
た
め
の
措
置
を
緊
急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
漁
場
整
備
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
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が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
場
整
備
事
業
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
広

域
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

ハ

国
が
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
の
う
ち
漁
場
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
当
該

事
業
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
都
道
府
県
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

漁
港
特
区
制
度
の
全
国
展
開

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
財
産
で
あ
る
特
定
漁
港
施
設
（
漁
獲
物
の
処
理
、
保
蔵
及
び
加
工
の
用
に
供
す
る
施

設
等
）
を
、
漁
港
管
理
者
の
認
定
を
受
け
た
民
間
事
業
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

国
の
負
担
割
合
が
嵩
上
げ
さ
れ
る
開
発
指
定
事
業
の
対
象
に
「
漁
場
」
を
追
加
し
、
都
道
府
県
の
財
政
力
に
応
じ
て
、
国

が
実
施
す
る
漁
場
整
備
事
業
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
と
す
る
。


